
大和市職員定数条例の一部を改正する条例 

大和市職員定数条例（昭和２７年大和町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２０条第２項」を「第２６条第２項」に改める。 

別表定数の欄中「５３０」を「５５８」に、「１，９４３」を「１，９７１」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 


